
島 根 県 報
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島根県社会福祉審議会規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������

島根県社会福祉審議会規則の一部を改正する規則

島根県社会福祉審議会規則（平成��年島根県規則第��号）の一部を次のように改正する。

第�条第	項の表児童福祉専門分科会の部児童処遇部会の項担任する事務の欄に次のように加える。

� 児童虐待による死亡事例等の検証に関する事項

	 �

この規則は、公布の日から施行する。
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第�
���号 平成��年�月��日 (�)

� �

� �

島根県社会福祉審議会規則の一部を改正する規則 （地 域 福 祉 課） �


 �

県営土地改良事業計画の決定 （農 村 整 備 課） �

換地計画書の縦覧 （ 〃 ） �

公有水面埋立ての免許 （漁港漁場整備課） �

� 


特定非営利活動法人の設立の認証申請に係る書類の縦覧 （環境生活総務課） 

�����


島根県立中央病院における医療薬品類の購入に係る一般競争入札の実施 （医 療 対 策 課） 
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平成��年�月��日 (火)

� ������
(毎週火・金曜日発行)

�������������	
������	�������

�������������

◇��� !"#$%!���&'()*+,��（規則第�号）

	 規則の概要

児童福祉専門分科会児童処遇部会の担任する事務を追加することとした。（第�条関係）

� 施行期日

公布の日から施行することとした。
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島 根 県 報

土地改良法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき、県営土地改良事業計画を決定したので、同条第	

項の規定により次のとおり関係書類を縦覧に供する。

なお、当該事業の利害関係人で当該事業計画に異議のあるものは、縦覧期間満了後��日以内に申し出られたい。

平成��年
月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 縦覧に供する書類の名称

中海揖屋地区用排水施設管理事業（県営基幹水利施設管理事業）計画書の写し


 縦覧の期間

告示の日から��日間

� 縦覧の場所

松江市役所及び東出雲町役場

���������	

土地改良法（昭和��年法律第���号）第��条の
第�項の規定に基づき、県営土地改良事業に伴う益美（益田）地区三

界小隅工区の換地計画を定めたので、同条第項において準用する同法第��条第	項の規定により次のとおり縦覧に供す

る。

なお、当該換地計画に不服がある場合は、縦覧期間満了後��日以内に、島根県知事に対して異議申立てをすることがで

きる。

平成��年
月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 縦覧に供する書類の名称

換地計画書


 縦覧の期間

平成��年
月��日から��日間

� 縦覧の場所

益田市役所

���������	

公有水面埋立法（大正��年法律第��号）第
条第�項の規定に基づき、次のとおり公有水面埋立てを免許したので、同

法第��条の規定により告示する。

平成��年
月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 免許年月日

平成��年
月
日


 免許受人

松江市殿町�番地

島根県 代表者 島根県知事 澄田信義

� 埋立区域及び埋立てに関する工事施行区域

� 埋立区域

ア 位置

出雲市大社町宇龍���番
、���番�、���番、���番�、���番�、���番�及び���番	地先公有水面

第�����号 平成��年
月��日(�)



島 根 県 報

イ 区域

次の各点を順次結んだ線及び①の地点と�の地点を結ぶ春分秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋����メートル）における

公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域

①の地点 宇龍漁港漁港原点（北緯��度��分��秒、東経���度��分��秒、以下「原点」という。）から		度��分

��秒、����	�メートルの地点

②の地点 ①の地点から�
�度��分�
秒、����メートルの地点

③の地点 ②の地点から�
�度��分��秒、����メートルの地点

④の地点 ③の地点から���度��分��秒、���
メートルの地点

⑤の地点 ④の地点から���度��分�	秒、��	�メートルの地点

⑥の地点 ⑤の地点から���度��分��秒、
���メートルの地点

⑦の地点 ⑥の地点から���度�	分�	秒、����メートルの地点

⑧の地点 ⑦の地点から���度��分��秒、����メートルの地点

⑨の地点 ⑧の地点から���度��分�	秒、����メートルの地点

⑩の地点 ⑨の地点から��	度��分��秒、���	メートルの地点

⑪の地点 ⑩の地点から���度��分��秒、����メートルの地点

⑫の地点 ⑪の地点から���度�	分��秒、���
メートルの地点

⑬の地点 ⑫の地点から���度��分�
秒、����メートルの地点

⑭の地点 ⑬の地点から�度��分��秒、���	メートルの地点

⑮の地点 ⑭の地点から度��分�
秒、����メートルの地点

⑯の地点 ⑮の地点から��度��分��秒、����メートルの地点

⑰の地点 ⑯の地点から�
度��分��秒、����メートルの地点

⑱の地点 ⑰の地点から��度�
分��秒、����メートルの地点

⑲の地点 ⑱の地点から�
度��分��秒、����メートルの地点

⑳の地点 ⑲の地点から��度��分�
秒、����メートルの地点

�の地点 ⑳の地点から�
度��分�
秒、����メートルの地点

�の地点 �の地点から��度�
分��秒、���	メートルの地点

�の地点 �の地点から��度��分��秒、��	�メートルの地点

�の地点 �の地点から��度��分��秒、����メートルの地点

�の地点 �の地点から��度��分��秒、��	�メートルの地点

�の地点 �の地点から��度��分��秒、����メートルの地点

�の地点 �の地点から��度��分��秒、	���メートルの地点

	の地点 �の地点から�
度��分��秒、��
�メートルの地点

�の地点 	の地点から���度��分�	秒、���
メートルの地点

ウ 面積


�����平方メートル


 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

出雲市大社町宇龍���番�、���番�、���番�、���番�、���番�、���番、���番�、���番�及び��
番の地

先公有水面

イ 区域

次の各地点を順次結んだ線及び�の地点とキ�の地点とを結んだ線により囲まれた区域

�の地点 埋立区域で定める原点から		度��分��秒、��	��
メートルの地点

の地点 �の地点から���度��分�	秒、�����メートルの地点

第�����号 平成�
年�月��日 (�)



島 根 県 報

�の地点 �の地点から���度��分��秒、�����メートルの地点

�の地点 �の地点から��度��分��秒、������メートルの地点

�の地点 �の地点から���度��分��秒、�����メートルの地点

カ�の地点 �の地点から���度�	分��秒、
����メートルの地点

キ�の地点 カ�の地点から���度��分��秒、�����メートルの地点

�の地点 キ�の地点から���度�	分��秒、�����メートルの地点

ウ 面積


�������平方メートル

 埋立地の用途

道路用地

� �

特定非営利活動促進法（平成��年法律第�号）第��条第�項の規定に基づき特定非営利活動法人の設立の認証申請が

あったので、同条第�項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 申請のあった年月日

平成��年�月�日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 ほっと・すぺーす��

� 代表者の氏名

冨金原 太

 主たる事務所の所在地

島根県浜田市笠柄町���番地

� 定款に記載された目的

この法人は、子どもを同じ社会を構成するパートナーとして尊重し、島根県の子どもに対して心の居場所づくりを推

める事業を行うことによって、子どもの健全育成に寄与することを目的とする。

� 縦覧に供する書類

定款、役員名簿、設立趣旨書、設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書並びに設立当初の事業年度及び翌事

業年度の収支予算書

� 縦覧期間

申請書を受理した日から�月間

� 縦覧場所

県政情報センター（県庁南庁舎�階）

浜田地区県政情報コーナー（浜田合同庁舎�階）

� � � � � �

次のとおり一般競争入札に付すので、地方自治法施行令（昭和��年政令第�
号）第�
�条の�第�項及び地方公共団体

の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成�年政令第���号）第�条の規定により公告する。

平成��年�月��日

島根県立中央病院長 中 川 正 久

第��	��号 平成��年�月��日(�)



島 根 県 報

� 調達内容

� 医薬品名、規格及び予定数量

① ジェノトロピン���㎎、����㎎�筒、�����筒

② オムニパーク���シリンジ、	��
�％�����筒�箱、���箱

③ リュープリン注射用��
�、��
�㎎�瓶、����	瓶

④ ノルディトロピンノルディフレックス注��㎎、��㎎�キット、���キット

⑤ ペグイントロン皮下注射�����、������瓶、�����瓶

⑥ タキソール注���㎎、�	�
���瓶、��	瓶

� 調達案件の仕様

入札説明書による。

� 納入期間

平成��年�月�日から平成��年�月��日まで

� 納入場所

島根県出雲市姫原四丁目�番地� 島根県立中央病院

� 入札方法

ア 入札金額については、納入に要する一切の費用を織り込んだ上で上記�の医薬品それぞれの単価を記載するこ

と。

イ 入札単価については、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った

契約金額の���分の���に相当する金額を記載すること。

� 入札参加に必要な資格

� 地方自治法施行令第�	
条の�第�項の規定に該当しない者であること。

� 地方自治法施行令第�	
条の�第�項の各号のいずれかに該当すると認められる事実があった後�年を経過しない

者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。

� 物品の売買、借入れ等に係る入札参加資格審査要綱（昭和��年島根県告示第�号）第�条の規定により、入札参加

資格の認定を受け、入札参加資格者名簿の営業種目の大分類「薬品類」、中分類「医療薬品」に登録されている者で

あること。

� 島根県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若しくは製造の請負の指名競争入札において、指名停止の措置を受

け、入札日においてその措置の期間が継続中の者でないこと。

� 薬事法（昭和��年法律第���号）に基づいて、医薬品の一般販売業の許可を受けている者であること。

� 本公告に示した医薬品を十分に納入することができることを証明した者であること。

� 本公告に示した医薬品を本院が指定する日時に直接納入できるよう事業所（支店、営業所等）を出雲市内に有して

いること。

� 入札書の提出場所等

� 入札説明書の交付場所及び問合せ先

〒	��－���� 島根県出雲市姫原四丁目�番地�

島根県立中央病院事務局経営企画部業務グループ

電話 ����－��－	���

� 入札説明書の交付期間及び交付方法

平成��年�月��日から�月��日までの間、上記�の場所において交付する。（交付時間は土曜及び日曜を除く、午

前�時��分から午後時までとする。）

� 入札説明会

実施しない。

� 入札及び開札の日時及び場所

第�����号 平成��年�月��日 (�)



平成��年�月��日 印刷
平成��年�月��日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 ����	円

(送料共)

島 根 県 報

ア 日時 平成��年
月��日 午後�時

イ 場所 島根県立中央病院 
階 会議室�

� その他

� 契約手続きに使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

入札者が見積った契約金額の�		分の以上を納付すること。ただし、島根県会計規則（昭和��年島根県規則第��

号）第��条の�各号のいずれかに該当する場合は、免除する。

� 契約保証金

契約金額の�		分の�	以上を納付すること。ただし、島根県会計規則第��条の�各号のいずれかに該当する場合

は、免除する。

� 入札者に要求される事項

この入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す入札参加資格確認申請書を提出し、入札参加資格の確認を受け

なければならない。

� 入札の無効

この公告に示した入札参加資格のない者が入札したときその他島根県会計規則第��条各号のいずれかに該当すると

きは、当該入札者の入札は無効とする。

� 契約書作成の要否

要する。

� 落札者の決定方法

島根県会計規則第��条の規定に基づき定められた予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者

を落札者とする。

� その他

詳細は入札説明書による。
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